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研究成果の概要（和文）：今日、労働統合型社会的企業（WISE）は、公的資金の削減、激しい市場競争といった
厳しい環境にさらされており、発展していくためには、市民社会を基盤とした「連帯経済」を作り出していくこ
とが不可欠である。そうした連帯経済における連帯関係を構築していく存在として中間支援組織がある。本研究
では、日英のWISEの中間支援組織が果たしている社会的機能や連帯構築のためのスキルについて調査し、協同組
合連合組織型とイシュー特化型の中間支援組織におけるアドボカシー機能や人材育成機能の強さ、英国協同組合
における人材育成・経営支援・資金調達といった三つの機能が有機的に結びついた中間支援システムの存在を明
らかにした。

研究成果の概要（英文）：Today work integration social enterprises(WISEs) are exposed to severe 
environments such as the reduction of public money and much competition in the market. Under these 
conditions, it is very important for the development of WISEs to create “solidarity economy” based
 on civil society. Infrastructure organisations play important roles creating solidarity economy. 
This research tried to reveal the functions and skills of infrastructure organisations in UK and 
Japan.In the result, we recognized strong advocacy and human development functions of co-operative 
federations and issue-specific infrastructure organisations.In addition we understood that there are
 organically connected infrastructure functions including management support, human development and 
fund-raising in UK co-operative federations.  

研究分野： NPO論、社会的企業論
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

(1)研究代表者、並びに、研究分担者は、本

研究を実施する背景として、英国・イタリ

ア・日本における労働統合型社会的企業（以

下、WISE と略）の実証研究を一貫して行って

きた。そうした中で、 WISE の発展を可能に

する基盤条件として、通常の競争的な市場経

済とは異なり、連帯的な経済関係を軸とした

「連帯経済」の広がりが必要であり、かつ、

そうした連帯経済における連帯関係の結び

目として中間支援組織（インフラストラクチ

ャー組織）が重要な役割を果たしていること

を見出した。 

 

(2)しかし、日本では、少数のケース・スタ

ディを除き、NPO の中間支援組織の研究は進

んでおらず、かつ、社会的企業、とりわけ WISE

における中間支援組織がどのような機能を

発揮しているのかということについては、ほ

とんど研究蓄積がなかった。また、英国の社

会的企業の中間支援組織に関しても、日本で

は、ほとんど紹介がなされていなかった。こ

うしたことから、日英の社会的企業の中間支

援組織の国際比較研究を行い、日本の社会的

企業、とりわけ WISE における中間支援組織

を発展させるための実践的な戦略を提起す

ることができるのではないかと考え、本調査

研究の着想に至った。  

 

２．研究の目的 

(1)日英の社会的企業は、今日、政府からの公

的資金の削減、激しい市場競争といった厳し

い環境にさらされており、政府や市場への制

度的同型化のプレッシャーに抗して、発展し

ていくためには、市民社会を基盤とした「連

帯経済」（Laville）を作り出していくことが

不可欠である。そうした連帯経済における正

に連帯関係を構築していくものとして、極め

て重要な位置を占めているのが、中間支援組

織である。我々は、日英の WISE における中

間支援組織に注目することで、①多様な社会

運動の潮流を背景とする WISE の発展過程を

明らかにし、また、②日英の中間支援組織が、

個々の WISE、政府並びに市場セクターに対

して、どのような中間支援機能を発揮してい

るのかを検討した。そして、③中間支援組織

が、WISE の発展が可能な連帯経済を構築す

る際の具体的な方法やスキルについても明ら

かにしようと考えた。 

 

３．研究の方法 

(1)本調査研究においては、日本の WISE の中

間支援組織として、①センター事業団の本部

や東京東部事業本部、WNJ、ワーカーズ・コ

レクティブ協会といった協同組合の系譜に位

置する連合型の中間支援組織（協同組合連合

組織型）、②共同連、エイブルアート・カンパ

ニー、ホームレス支援全国ネットワーク、生

活困窮者自立支援全国ネットワーク等、

WISE としての特定のテーマ領域に焦点を置

いた中間支援組織（イシュー特化型）、また、

①②との比較を目的として、③ソーシャル・

ビジネスやコミュニティ・ビジネスの起業支

援を重点的に行ってきた ETIC、SBN、マス

マス関内、CS 神戸（SB/CB 支援型）等にヒ

アリング調査を実施した。 

加えて、明確な中間支援機能が形成されて

いないものの、中山間地の過疎地域で仕事を

作り出す WISE として把握可能な④農村コミ

ュニティ・ビジネスの基盤となるネットワー

クについてもヒアリング調査を実施した。 

以上のような中間支援組織の類型化を踏ま

えた上で、日本における WISE の歴史的な展

開過程を事業領域や系譜ごとに描き出し、か

つ、日本の WISE を支える中間支援機能がど

の程度発達してきているのかを探った。 

 

(2)英国における社会的企業の中間支援組織

としては、全国レベルの中間支援組織として、

SEUK（Social Enterprise UK）、協同組合の



連合組織であるコーポラティブズ UK、コー

ポラティブ・カレッジ、コミュニティ組織の

中間支援組織であるローカリティのヒアリン

グ調査を実施し、一方で、地域調査として、

ロンドンのタワー・ハムレット区において中

間支援機能を発揮しているアカウント 3、

THCVS、ハウジング・アソシエーションであ

るタワー・ハムレット・ホームズ等にヒアリ

ング調査を実施し、英国の社会的企業におけ

る中間支援の構造について明らかにしようと

した。そして、日英の比較を通して、中間支

援組織が連帯経済における連帯を紡ぎ出す技

法について検討を行った。 

 

４．研究成果 

(1)社会的連帯経済論のサーベイ 

日英の社会的企業の中間支援組織に関する

実証研究と並行して、本研究では、フランス

のラヴィルや RIPESS を中心とした連帯経済

論のサーベイを行い、社会的連帯経済と関係

するポランニーの経済社会学等についても検

討を行った。これらの検討から、欧州や南米

を中心に、新自由主義的なグローバル市場経

済に対するオルタナティブな経済のあり方と

して注目を集める社会的連帯経済とは、経済

循環のあらゆる局面、すなわち、出資・融資、

生産・再生産、交換・分配、消費・利用等に

おいて、多種多様な形態の連帯関係を組み込

み、経済を社会に埋め込み直す運動であるこ

とが理解できた。 

そして、現在のグローバル市場経済が、人々

に他者への共感や責任感を解除させ、営利動

機の暴走を引き起こしてしまうのに対して、

社会的連帯経済は、具体的な連帯関係を基盤

に他者に対する共感や責任感を取り戻し、持

続可能な共生社会の実現を可能にする経済で

あること、また、人々の生命や生活に密着し

た領域の経済＝サブシスタンス・エコノミー、

換言すれば、内橋克人のいう FEC、すなわち、

食やエネルギーやケアを中心とした人間の生

存を支える「共生の経済」が本質的に志向さ

れていることがわかった。 

加えて、このような社会的連帯経済を発展

させるためには、その経済の構成として、互

酬性と市場と再分配といった三つの経済を多

元的に用いるハイブリッド戦略をとること、

社会的連帯経済を正当化する公共空間を地域

レベルで形成していくことが極めて重要であ

ることが理解できた。 

 

(2)日本における WISE の中間支援組織 

 2015 年度には、まず、日本における WISE

の中間支援組織に関して、上述のような類型

ごとにヒアリング調査を実施した。 

これらの中間支援組織調査を通して、日本

の WISE が、貧困や社会的排除問題を基盤と

して、その支援対象や担い手を拡大させてお

り、いわゆるパーソナル・サポートや伴走型

支援のように、問題を抱えた個々人に寄り添

いながら、コミュニティを形成しつつ、地域

社会の多様なアクターと連携しながら問題を

解決していく手法を共通して発展させてきて

いることが理解できた。 

また、協同組合連合組織型とイシュー特化

型の WISE の中間支援組織の特徴としては、

は、SB/CB 支援型の中間支援組織と比較して、

相対的に、人材育成機能、連携構築機能、政

策提言機能に重点が置かれている。とりわけ、

以下のような知見を得ることができた。 

①WNJ やセンター事業団（日本労働者協同組

合連合会）が、「協同労働の協同組合」の法制

化運動を展開し、生活困窮者自立支援全国ネ

ットワークが幅広い WISE のネットワークを

構築しつつ、厚生労働省の革新官僚・全国社

会福祉協議会・先進自治体等も巻き込みなが

ら、生活困窮者自立支援法に関する政策提言

を行っているように、これらの中間支援組織

は社会運動体としての性格が非常に強いこと。 

②協同組合連合組織型においては、民主的参

加を志向する組織であることから、リーダー



の起業家としての育成よりも、メンバー全体

のエンパワーメントが重視されており、民主

的な意思決定の前提として、経営上の課題に

しろ、個別事業領域における業務上の課題に

しろ、意思決定に関わる情報をメンバーが学

習し、共有していくことが重要な条件とされ

ていること。 

③イシュー特化型、とりわけホームレス支援

に関わる WISE の中間支援組織においては、

生活保護費を収奪する貧困ビジネスとの差異

を適切に示すことが社会的な正当性を獲得す

る上で、極めて重要な課題として浮上してお

り、生活困窮者自立支援ネットワークにおい

て、生活困窮者支援に関わって伴走支援士と

いう資格が形成され、人材育成のための研修

が盛んにおこなわれている。すなわち、これ

らの中間支援組織においては、自らのサービ

スやケアを正当化する重要な基盤として人材

育成機能が捉えられており、そのための資格

制度や研修システムが編み出されていること。 

④一方で、経営支援（起業支援）機能（とり

わけ内部での情報共有を越えた外部からの経

営技術の導入）、場の支援機能、資源媒介機能、

営利企業との連携機能は弱いこと。 

以上の分析結果は、2016 年に発行された全

労済協会報告書に加え、2017 年発行の五石敬

路・岩間伸之・西岡正次・櫛部武俊・有田朗

編『生活困窮者自立支援で社会を変える』法

律文化社所収の論文としても発表することが

できた。 

 

(3)英国社会的企業の中間支援組織 

英国社会的企業の中間支援組織に関しては、

2016 年 3 月に、コーポラティブズ UK、コー

ポラティブ・カレッジ、ローカリティ等の団

体、また、社会監査の専門家である Alan Kay

氏等にヒアリング調査を実施することができ

た。これらの内、コーポラティブズ UK に関

しては、コーポラティブ・エンタープライズ・

ハブに代わる地域の協同組合の経営支援を行

うスキームとしてハイブという新しいスキー

ムが生まれていること、また、地域コミュニ

ティで地域住民が自ら出資をして協同組合を

資金的に支えるコミュニティ・シェアーズと

いう資金調達の仕組みが急速に広がっている

ことが理解できた。 

また、コーポラティブ・カレッジのヒアリ

ング調査からは、現在、協同組合による学校

（785 協同組合トラスト、8 協同組合アカデ

ミー、55転換協同組合学校等）が840を数え、

民主主義を重視したシティズンシップ教育を

展開していることを学んだ。こうした充実し

た協同組合教育が、協同組合における人材育

成機能の重要な基盤となっていることが理解

できた。 

上記のように、協同組合陣営における中間

支援組織は、協同組合原則の第 6 原則におい

て協同組合間協同が謳われていることからも

わかるように、連合組織が重要な意味を持っ

ている。そして、これらのヒアリング調査か

ら、資金調達、経営支援、人材育成といった

機能が有機的につなぎ合わされて中間支援機

能が発揮されており、そのことが、他のタイ

プの社会的企業とは異なる重要な強みである

ことが理解できた。 

一方、英国で社会的企業全般の促進をミッ

ションとしている全国組織SEUKのヒアリン

グ調査においては、SEUK が、個別社会的企

業のマネジメントではなく、社会的企業の市

場環境や制度環境そのものを変革するために、

Buy Social という社会的企業と大企業をつな

いでサプライ・チェーンを作るキャンペーン

や Social Value Act 以降の委託契約に社会的

価値を埋め込むための取り組みなどを行って

おり、英国社会的企業における最前線のトピ

ックを学ぶことができた。 

加えて、地域に密着した中間支援組織とし

ては、Account 3 から、そのコミュニティ開

発の手法を詳細に学ぶことができた。特に、

2017 年 3 月には、Account 3 のメンバーが来



日することが可能になったため、国際ワーク

ショップを立教大学で 3 月 10 日に開催し（公

開で実施し、研究者と実践家を含め 30 人弱が

参加）、参加型評価手法などコミュニティ開発

にとって重要な方法を学ぶことができた。 

 

(4)国際的な成果発信と今後の研究課題 

2017 年度は、7 月 3～6 日にベルギーのル

ーバン・カソリック大学で開催された国際学

会 EMES ネットワークの大会において、藤井

と原田が 2016 年度までに実施してきた日本

の WISE の中間支援組織に対してのヒアリン

グ調査結果の報告を英語で発信することがで

きた。また、8 月 22,23 日には、韓国全羅北

道経済通商振興院とソウル社会的経済支援セ

ンターから藤井が招待され、全州とソウルに

おいて、「日本の労働統合型社会的企業の展開

と課題―連帯経済の構築と中間支援組織」と

題した報告を実施した。 

以上の内、国際学会 EMES ネットワークの

大会において、フランスの社会的連帯経済研

究の第一人者である Jean- Louis Laville 氏、

Philippe Eynaud 氏と研究交流を行うことが

でき、それがきっかけとなり、Philippe 

Eynaud 氏が 2 月末から 3 月にかけて来日し

た際（上智大学の幡谷則子氏が受け入れ）、2

月 27 日と 3 月 3 日に、研究交流を日本で実

施することができた。これらの研究交流から、

Laville 氏や Eynaud 氏等が、一般的な社会的

企業概念と差別化して、ガバナンスや政治的

側面を強調した「連帯型社会的企業」という

コンセプトを打ち出していることを知ること

ができた。 

 加えて、国内では、中間支援組織が連帯関

係を構築していく際の具体的な手法について、

静岡県立大学教授で青少年就労支援ネットワ

ーク静岡理事長である津富宏氏が中心となっ

て静岡で実践しているコミュニティ・オーガ

ナイジングや新しい TEAL 組織の組織論につ

いてヒアリング調査を実施し、異質なアクタ

ー間の連携を構築する方法論について知見を

得た。後者の TEAL 組織の議論は、近年のプ

ラットフォーム型の協同組合組織論などにも

通じるもので、人々の自発性と連帯を調和す

る組織のあり方として注目されており、今後、

社会的連帯経済が発展する条件を考えていく

上で非常に重要なヒントを与えてくれるもの

だと思われる。 
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